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各建築士関係団体等の長 殿 
 

国土交通省住宅局建築指導課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
 

建築士定期講習等における新型コロナウイルス感染症への対応について（第４報） 
 
 

日頃より建築行政の推進にご協力いただきありがとうございます。 

「建築士定期講習等における新型コロナウイルス感染症への対応について（第４報）

（令和 2年 5月 21日付国住指第 476号）」により、６月末まで建築士定期講習の実施

を控えること等を要請するとともに、７月以降の建築士定期講習等の実施については

新型コロナウイルス感染症の広がり等の状況を踏まえつつ、改めて検討し、通知する

としていました。 

貴団体におかれましては、下記の通り貴団体所属の事業者及び建築士に周知してい
ただきますようお願いいたします。 
 

記 
 

別添１のとおり、建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 22条の２に規定する建
築士定期講習に係る登録講習機関に対し、７月以降の建築士定期講習の実施につい
て、講習受講者、講師及び職員への感染拡大防止に万全を期したうえで実施するよ
う通知しています。 
また、同法第 24条第２項に規定する管理建築士講習に係る登録講習機関に対して

も、建築士定期講習と同様に、感染防止対策の徹底を図ったうえで実施するよう通
知しています。 
新型コロナウイルス感染症対策に係る感染拡大防止に起因する理由により、建築

士法第 22条の２に定められた建築士定期講習に係る責務を果たせなくなるケースに
ついては、一級建築士及び構造設計一級建築士並びに設備設計一級建築士に係る建
築士法第 10条の規定の取扱いを柔軟に行う予定としており、また、別添２のとおり

二級・木造建築士についても同様の取扱いを都道府県に依頼しています。 
これら要請及び上述の建築士法上の取り扱いに関する考え方について、貴団体所

属の事業者及び建築士に周知していただきますようお願いいたします。 

 

以上 

 

 
【問合せ先】 

国土交通省住宅局建築指導課 田伏、北川 

TEL：03-5253-8513 


